
は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
は
大
隈
文
書
所
収
の
造
幣
寮
関
係
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
明
治

初
期
幣
制
改
革
期
に
お
け
る
金
本
位
制
の
特
質
と
金
銀
複
本
位
制
へ
の
移
行
を
分

析
す
る
こ
と
に
あ
る
。

明
治
初
期
の
幣
制
に
つ
い
て
は
貨
幣
史
の
概
説
、
大
蔵
省
・
造
幣
寮
な
ど
の
団

体
史
、
岡
田
俊
平
の
一
連
の
研
究
な
ど
が
あ
る
。
本
位
制
に
つ
い
て
は
新
貨
条
例

期
の
金
本
位
制
と
実
質
的
金
銀
複
本
位
制
の
採
用
の
二
時
点
が
画
期
と
し
て
強
調

さ
れ
、
そ
の
性
格
が
分
析
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
貨
幣
史
の
通
説
を
記
し
て
い
る

『
図
録
日
本
の
貨
幣
七

近
代
幣
制
の
成
立
』
に
よ
れ
ば
、
新
貨
条
例
時
に
採
用

さ
れ
た
金
本
位
制
は
一
円
銀
を
含
み
、「
実
質
的
に
は
金
銀
複
本
位
制
に
近
か
っ

た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
そ
う
し
た
変
則
的
な
日
本
の
金
本
位
制
は
、
通
常
銀
本
位

制
を
採
用
し
て
い
る
東
洋
諸
国
内
で
は
例
外
的
な
位
置
に
あ
り
、
東
洋
に
お
け
る

貿
易
通
貨
の
採
用
の
た
め
金
銀
複
本
位
制
が
採
用
さ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
２
）
。

岡
田
俊
平
も
新
貨
条
例
は
「
実
質
的
に
は
金
銀
複
本
位
制
の
性
格
を
も
つ
（
３
）
」
と
評

し
て
い
る
が
、
金
銀
複
本
位
制
の
背
景
に
つ
い
て
は
急
激
な
銀
安
と
金
貨
流
出
が

存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
４
）
。

し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
既
存
の
研
究
で
は
明
治
初
期
の
金
本
位
制
の
性
格
や

そ
れ
に
対
す
る
具
体
的
動
向
に
つ
い
て
は
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
金
銀
複
本
位
制
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
結
果
が
分
か
っ
て
い
る
故
に
、
新
貨

条
例
に
お
け
る
金
本
位
制
は
金
銀
複
本
位
制
を
準
備
す
る
制
度
と
い
う
評
価
が
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
評
価
は
結
果
論
に
過
ぎ
、
明
治
初
期
の
日
本

が
意
図
的
に
採
用
し
た
金
本
位
制
の
特
質
が
十
分
に
分
析
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い

難
い
。
同
時
に
金
本
位
制
か
ら
金
銀
複
本
位
制
へ
の
移
行
過
程
も
一
方
向
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
分
析
す
る
よ
う
な
厳
格
な
金
本
位
制
採
用
の
構

想
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。
金
本
位
制
が
採
用
さ
れ
た
明
治
四
年
（
一
八
七
一
（
５
）
）

か
ら
、
一
円
銀
の
国
内
流
通
が
認
め
ら
れ
金
銀
複
本
位
制
が
採
用
さ
れ
た
明
治
十

一
年
（
一
八
七
八
）
ま
で
の
約
七
年
間
に
は
本
位
制
に
関
わ
る
大
き
な
変
化
が
内

在
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。

明
治
初
期
金
本
位
制
の
性
格

―
―
造
幣
寮
の
新
貨
条
例
改
正
案
の
分
析
を
中
心
に
―
―

福

田

真

人

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
九
号

二
〇
一
五
年
三
月
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先
行
研
究
で
初
期
金
本
位
制
の
具
体
的
状
況
が
判
明
し
な
か
っ
た
の
は
、
明
治

初
期
の
本
位
制
に
つ
い
て
論
じ
た
史
料
が
乏
し
く
、
具
体
的
状
況
が
判
然
と
し
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
当
該
期
の
造
幣
を
担
っ
た
造
幣
寮
の
意
図
を

分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
課
題
を
克
服
し
、
新
貨
条
例
の
金
本
位
制
と
そ
の
移
行

に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
。
な
お
新
貨
条
例
成
立
後
の
造
幣
寮
の
貨
幣
制
度
に
つ

い
て
の
構
想
は
、
先
行
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
造
幣
寮

の
見
解
を
分
析
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
本
研
究
の
意
義
が
あ
る
。

分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
主
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
隈

重
信
関
係
文
書
（
以
下
、「
大
隈
文
書
」
と
呼
称
す
る
）
で
あ
る
。
大
隈
文
書
は

私
文
書
で
は
あ
る
が
、
明
治
初
期
の
貨
幣
政
策
・
金
融
政
策
関
連
の
公
文
書
が
大

量
に
残
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
非
常
に
優
れ
た
文

書
群
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
は
史
料
の
伝
来
や
様
式

に
つ
い
て
も
留
意
し
て
分
析
す
る
。
史

料
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
性
格
に
も
配

慮
す
る
こ
と
で
、
史
料
の
理
解
を
よ
り

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
特
に
本
稿
の

分
析
の
中
心
と
な
る
造
幣
寮
の
新
貨
条

例
・
造
幣
規
則
案
に
対
し
て
は
、
先
行

研
究
の
年
代
比
定
に
疑
問
が
あ
り
、
こ

れ
を
伝
来
や
様
式
な
ど
の
側
面
も
活
用

し
て
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
料

の
位
置
づ
け
を
修
正
し
そ
の
意
義
を
再

評
価
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

本
稿
は
以
下
の
四
節
か
ら
成
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
本
位
制
を
中
心
と
す
る

明
治
初
期
幣
制
と
造
幣
寮
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
い
で
第
二
節
に
お
い
て
、
大

隈
文
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
造
幣
寮
の
新
貨
条
例
・
造
幣
規
則
案
に
つ
い
て
伝
来

や
様
式
、
及
び
関
連
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
造
幣
寮
案
の
内
容
面
に
対
す
る
考
察
を
行
う
。
正
規

の
法
令
で
あ
っ
た
新
貨
条
例
・
造
幣
規
則
と
造
幣
寮
案
の
差
異
に
留
意
し
な
が
ら
、

厳
格
な
金
本
制
を
志
向
し
た
内
容
に
つ
い
て
論
じ
る
。
最
後
に
第
四
節
で
は
、
当

時
の
政
治
状
況
や
前
後
の
経
緯
の
分
析
、
理
論
的
考
察
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
造
幣
寮
案
の
意
義
と
挫
折
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
。

表１ 明治前期造幣局長官一覧

人物

下山尚

井田譲

久世喜弘

井上馨

井上勝

井上馨

馬渡俊邁

馬渡俊邁

遠藤謹助

伊藤博文

馬渡俊邁

井上馨

益田孝

遠藤謹助

長谷川方省

石丸安世

石丸安世

大野直輔

大野直輔

遠藤謹助

遠藤謹助

遠藤謹助

長谷川為治

遠藤謹助

長谷川為治

〔出所〕大蔵省造幣局『造幣局沿革誌』、１９２１年、
５９－６０頁

役職

造幣局知事

造幣局知事

造幣局判事

造幣頭

造幣頭

造幣頭

造幣権頭

造幣頭

造幣権頭

造幣頭

造幣権頭

造幣頭

造幣権頭

造幣権頭

造幣寮四等出仕

造幣権頭

造幣局長

造幣局副長

造幣局長

造幣局長

造幣局長

造幣局技監
造幣局事務長

造幣局事務次長

造幣局長

造幣局次長

任命時期

明治２年２月２４日

明治２年３月１３日

明治２年３月１４日

明治２年８月１８日

明治２年１０月１０日

明治３年５月３日

明治３年９月２７日

明治３年１１月１２日

明治３年１１月

明治４年８月５日

明治４年８月６日

明治５年２月

明治５年４月８日

明治６年６月３０日

明治６年７月１２日

明治７年７月２７日

明治１０年１月１１日

明治１３年３月１６日

明治１４年１１月１１日

明治１４年１１月１６日

明治１７年５月２１日

明治１９年５月１２日

明治１９年５月１３日

明治２０年１２月２４日

明治２０年１２月２５日
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一
�
近
代
初
期
幣
制
と
造
幣

本
節
で
は
本
論
に
入
る
前
提
と
し
て
、
本
位
制
を
中
心
に
明
治
初
期
幣
制
に
つ

い
て
概
観
し
て
お
く
。

幕
末
の
幣
制
は
開
港
に
伴
い
万
延
の
改
鋳
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
急
速
な
構
造

変
化
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
明
治
初
年
の
貨
幣
制
度
は
多
数
の
貨
幣
が
流

通
す
る
極
め
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
由
利
財
政
の
下
、
太
政
官

札
と
い
う
不
換
紙
幣
が
大
量
に
発
行
さ
れ
、
近
世
的
な
貨
幣
制
度
は
変
化
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
貨
幣
制
度
を
統
一
し
安
定
さ
せ
る
こ
と
は
明
治
政

府
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
欧
米
列
強
も
貿
易
の
た
め
に
貨
幣
制
度

の
整
備
を
重
視
し
た
た
め
、
贋
金
問
題
は
明
治
最
初
期
の
外
交
問
題
と
な
り
、
大

隈
重
信
が
貨
幣
問
題
へ
の
対
応
を
主
導
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
６
）
。

明
治
政
府
は
新
貨
幣
を
円
形
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
貨
幣
単
位
と
し
て

「
円
・
銭
・
厘
」
の
十
進
法
の
採
用
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
、
貨
幣
制
度
安
定
の

た
め
に
は
品
位
の
安
定
し
た
貨
幣
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
西
洋
機
械
を
輸
入

し
て
貨
幣
鋳
造
技
術
の
導
入
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
造
幣

寮
で
あ
る
。

長
崎
で
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
時
点
で
、
香
港
か
ら
鋳
造
機
械
を
輸
入

す
る
長
崎
奉
行
所
の
計
画
が
存
在
し
て
い
た
（
７
）
。
そ
の
後
（
８
）
新
政
府
に
よ
っ
て
も
機
械

輸
入
が
計
画
さ
れ
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
八
月
下
旬
に
は
購
入
し
た
香
港
の

イ
ギ
リ
ス
造
幣
機
械
が
日
本
に
到
着
し
た
。
大
阪
府
川
崎
村
で
行
わ
れ
た
造
幣
局

設
営
工
事
は
手
間
取
っ
た
も
の
の
、
明
治
三
年
（
一
八
七
一
）
八
月
に
は
ほ
ぼ
完

了
し
た
。
こ
う
し
て
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
一
五
日
に
造
幣
寮
創
業
式
が

開
催
さ
れ
、
貨
幣
鋳
造
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
。

政
治
制
度
の
面
か
ら
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
五
日
に
は
太
政
官
中

に
造
幣
局
が
設
置
さ
れ
、
同
年
七
月
八
日
に
は
大
蔵
省
所
属
の
造
幣
寮
と
な
る
。

造
幣
寮
は
お
雇
い
外
国
人
が
多
数
存
在
し
た
の
が
そ
の
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
。

特
に
元
香
港
造
幣
局
長
キ
ン
ド
ル
は
明
治
初
期
の
日
本
幣
制
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
諸
改
革
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
問
題
は
本
位
制
の
決
定
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
隈
重
信
・
井
上
馨
・
伊
藤
博
文
ら
を
中
心
に
、
金
貨
を
補

助
貨
と
し
メ
キ
シ
コ
・
ド
ル
を
基
準
と
す
る
銀
本
位
制
の
採
用
が
検
討
さ
れ
た
。

こ
の
案
に
東
洋
銀
行
の
ロ
ベ
ル
ト
ソ
ン
や
キ
ン
ド
ル
は
同
意
し
、
金
銀
複
本
位
制

を
採
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
（
９
）
。
こ
う
し
て
銀
本
位
制
に
基
づ
く
新
貨

条
例
の
草
案
が
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月
段
階
で
太
政
官
に
上
申
さ
れ
た
（
１０
）
。

し
か
し
こ
こ
で
事
態
が
急
変
す
る
。
貨
幣
・
金
融
制
度
調
査
の
た
め
に
渡
米
し

て
い
た
伊
藤
博
文
は
、
当
時
の
欧
米
諸
国
の
金
本
位
制
採
用
の
潮
流
を
知
り
、
米

国
か
ら
金
本
位
制
採
用
を
建
議
し
た
（
１１
）
。
こ
れ
を
受
け
て
大
蔵
省
内
で
は
金
銀
複
本

位
制
が
検
討
さ
れ
、
最
終
的
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
二
日
に
は
金
本
位

制
の
方
針
に
改
め
ら
れ
た
（
１２
）
。

そ
の
結
果
明
治
政
府
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
一
〇
日
に
新
貨
条
例

（
布
告
第
二
六
七
号
）
及
び
、
造
幣
規
則
（
布
告
第
二
六
八
号
）
を
発
す
る
。
特

に
新
貨
条
例
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
一
〇
月
の
貨
幣
法
成
立
に
至
る
ま
で
、

修
正
を
加
え
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
継
続
す
る
重
要
な
法
令
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
旧
来
の
混
乱
し
た
幣
制
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、「
円
・
銭
・
厘
」
の
近
代
的
な

十
進
法
に
価
値
尺
度
を
改
め
、
金
本
位
制
に
立
脚
す
る
貨
幣
制
度
の
成
立
を
志
向

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
金
本
位
制
は
一
円
銀
と
い
う
例
外
的
貨
幣
を
内
包
し
て
い
た
。
一

円
銀
（
１３
）
は
名
前
の
通
り
一
円
の
価
値
を
持
つ
銀
貨
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
本
位
貨
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幣
の
よ
う
に
一
円
の
価
値
基

準
単
位
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
点
で
、
通
常
の
補
助
貨
幣

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
新
貨

条
例
で
は
一
円
銀
は
貿
易
専

用
通
貨
と
し
て
鋳
造
さ
れ
、

国
内
で
の
流
通
は
開
港
場
に

限
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
通

用
制
限
が
存
在
し
た
た
め
、

一
円
銀
は
本
位
貨
幣
と
は
認

め
ら
れ
ず
、
新
貨
条
例
は
原

則
金
本
位
制
を
採
用
し
た
と

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、

通
説
的
に
は
日
本
の
金
本
位

制
は
、
通
常
銀
本
位
制
を
採

用
し
て
い
る
東
洋
諸
国
内
で

は
例
外
的
な
位
置
に
あ
り
、
東
洋
に
お
け
る
貿
易
通
貨
の
採
用
の
た
め
金
銀
複
本

位
制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
一
一
年
（
一
八
七

八
）
五
月
二
七
日
の
布
告
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
開
港
場
に
流
通
が
限
定
さ
れ
て

い
た
一
円
銀
に
無
制
限
通
用
が
認
め
ら
れ
、
法
的
に
は
金
銀
複
本
位
制
が
採
用
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

二
�
造
幣
寮
の
「
改
正
新
貨
条
例
草
案
」
の
位
置

大
隈
文
書
に
は
「
改
正
新
貨
条
例
草
案
」
と
表
紙
に
記
さ
れ
た
簿
冊
（
Ａ
一
七

二
五
、
以
下
「
草
案
」
と
呼
称
す
る
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
史
料
の
分
析
が

本
稿
の
主
眼
と
な
る
。
ま
ず
草
案
の
性
格
を
分
析
し
よ
う
。

草
案
は
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
が
二
四
頁
に
及
ぶ
長
大
な
も

の
で
あ
る
。
大
別
す
れ
ば
前
文
・
新
貨
幣
例
目
・
付
表
・
通
用
制
限
・
造
幣
規
則

の
五
つ
か
ら
構
成
さ
れ
、
基
本
的
に
は
新
貨
条
例
・
造
幣
規
則
と
同
様
の
構
造
を

し
て
い
る
。
付
表
を
除
く
部
分
は
造
幣
寮
罫
紙
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
付
表
は
白

紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
造
幣
寮
罫
紙
は
通
常
造
幣
寮
内
で
作
成
さ
れ
た
た
め
、
草

案
は
造
幣
寮
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

草
案
に
つ
い
て
は
岡
田
俊
平
が
大
隈
文
書
の
解
題
の
中
で
触
れ
て
い
る
（
１４
）
。
岡
田

は
草
案
を
新
貨
条
例
の
草
案
と
推
定
し
つ
つ
、
造
幣
寮
罫
紙
が
利
用
さ
れ
て
い
な

い
付
表
部
分
に
つ
い
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
一
月
一
四
日
に
公
布
さ
れ

た
「
新
金
銀
貨
中
寸
法
量
目
の
改
正
」（
詳
し
く
は
後
述
）
後
の
純
銀
量
が
記
さ

れ
て
い
る
た
め
、
草
案
を
「
二
種
の
資
料
が
綴
合
さ
れ
た
も
の
」
と
推
察
し
て
い

る
。
し
か
し
造
幣
寮
罫
紙
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い
部
分
は
図
表
が
中
心
の
部
分
で

あ
る
た
め
、
罫
紙
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
付
表
部
分

前
後
の
罫
紙
が
同
一
と
見
ら
れ
る
上
、
後
述
す
る
よ
う
に
付
表
部
分
と
罫
紙
部
分

の
内
容
面
に
整
合
性
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
本
稿
で
は
草
案
は
ま
と
ま
っ

た
一
点
の
史
料
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

同
時
に
重
要
な
問
題
と
な
る
の
は
草
案
の
作
成
時
期
の
推
定
で
あ
る
。
岡
田
に

よ
れ
ば
罫
紙
部
分
以
外
は
新
貨
条
例
成
立
前
に
書
か
れ
、
罫
紙
部
分
は
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
一
一
月
一
四
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
岡
田
が
草
案

表２ 新貨条例・造幣規則の主な推移

銀本位制に基づく新貨条例草案作成

新貨条例・造幣規則布告

銀貨の銀含有量の増加を布告

造幣寮内で新貨条例・造幣規則改正案作成

外国人への支払いを金貨から
一円銀で行うように造幣規則改正

地金受取禁止期間を定め、造幣規則を改正

一円銀の銀含有量の増加させ貿易銀と改称

新貨条例を貨幣条例と改称

一円銀の無制限通用を許可、金銀複本位制を採用

〔出所〕本文を参照

明治４年１月頃

明治４年５月１０日

明治５年１１月１４日

明治６年５月頃

明治６年１２月１９日

明治７年２月１７日

明治８年２月２８日

明治８年６月２５日

明治１１年５月２７日
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を
新
貨
条
例
の
草
案
と
推
定
し
た
根
拠
は
お
そ
ら
く
草
案
中
に
明
治
四
年
（
一
八

七
一
）
五
月
と
い
う
表
現
が
存
在
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

法
令
の
基
本
的
な
理
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
前
文
に
お
い
て
は
、
表
記
の
ゆ

れ
（
１５
）
は
あ
る
も
の
の
、
草
案
と
新
貨
条
例
は
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、「
明
治
四
年
辛
未
五
月
」
と
い
う
年
代
表
記
に
つ
い
て
も
両

者
は
一
致
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
記
が
岡
田
の
判
断
の
根
拠
と
な
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
表
記
か
ら
必
ず
し
も
草
案
の
罫
紙
部
分
が
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
五
月
に
作
成
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。
以

下
で
は
法
令
（
及
び
そ
の
草
案
）
を
三
例
分
析
し
、
こ
う
い
っ
た
表
記
が
必
ず
し

も
史
料
の
作
成
年
代
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
分
析
す
る
の
は
新
貨
条
例
の
草
案
（
１６
）
で
あ
る
。
大
蔵
省
は
明
治
四
年
（
一
八

七
一
）
一
月
に
銀
本
位
制
に
基
づ
く
新
貨
条
例
草
案
を
太
政
官
に
伺
っ
て
い
る
。

従
っ
て
こ
の
草
案
は
遅
く
と
も
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月
ま
で
に
は
作
成
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
草
案
内
で
は
「
辛
未
（
明
治
四
年
―
引
用
者

註
）
二
月
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
新
貨
条
例
の
布
告
を
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
二
月
に
行
う
と
い
う
予
想
の
も
と
作
成
さ
れ
た
た
め
こ
う
し
た
表

記
が
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
将
来
の
予
想
に
よ
っ
て
未
来
の
時
点
を

草
案
に
記
録
す
る
こ
と
は
当
時
行
わ
れ
る
可
能
性
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
確
認
す
る
の
は
郵
便
規
則
で
あ
る
。
郵
便
規
則
は
近
代
の
郵
便
の
基
本
法

と
呼
ぶ
べ
き
重
要
な
法
令
で
、
極
め
て
長
大
な
構
成
を
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い

て
重
視
す
べ
き
は
、
郵
便
規
則
は
新
貨
条
例
改
正
案
と
類
似
の
構
造
を
持
っ
て
い

る
点
で
あ
る
。
本
稿
で
主
に
分
析
す
る
の
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
二
月

一
七
月
の
第
四
一
一
号
布
告
（
１７
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
郵
便
規
則
の
規
則
及
び
罰
則
の

不
十
分
さ
を
改
め
る
た
め
、
明
治
七
年
（
一
八
七
二
）
以
降
の
郵
便
規
則
の
改
正

案
を
定
め
て
い
る
。
当
時
郵
便
は
大
蔵
省
の
管
轄
業
務
で
あ
り
、
本
改
正
は
大
蔵

卿
大
隈
重
信
が
太
政
官
に
伺
う
形
で
改
正
が
な
さ
れ
た
。

郵
便
規
則
改
正
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
郵
便
規
則
の
前
文
が
所
収
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
末
尾
に
年
月
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
新
貨
条
例
と
同
様
の
構
造

で
あ
る
。
年
月
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
と
な
っ
て
い
て
、
布
告
さ
れ
た

年
月
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
五
年
三
月
の
郵
便
規
則
改
正
以
来
の
表

現
を
踏
襲
し
た
と
み
ら
れ
る
（
１８
）
。
こ
の
よ
う
に
旧
法
の
改
正
の
場
合
法
令
内
の
年
月

日
は
改
正
前
の
も
の
を
採
用
す
る
場
合
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
法
改
正
の
場
合
、

過
去
の
時
点
が
草
案
に
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

類
似
の
事
例
と
し
て
貨
幣
条
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
貨
幣
条
例
は
新
貨

条
例
を
改
正
・
改
称
し
た
も
の
で
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
二
五
日
の
第

一
〇
八
号
布
告
（
１９
）
と
な
っ
て
い
る
。
改
称
の
理
由
は
端
的
に
い
え
ば
、
新
貨
条
例
以

降
に
鋳
造
さ
れ
た
諸
貨
幣
は
も
は
や
「
新
貨
」
で
は
な
く
「
貨
幣
」
と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
（
２０
）
。
内
容
的
に
は
、「
新
貨
幣
例
目
」
を
「
貨

幣
例
目
」
と
改
称
し
た
上
で
、
貨
幣
例
目
中
か
ら
旧
貨
幣
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

規
定
を
削
除
し
た
。
そ
の
他
、
各
貨
幣
の
量
目
な
ど
の
微
修
正
が
あ
る
が
、
総
じ

て
内
容
的
に
大
幅
な
改
正
は
な
い
。

こ
の
貨
幣
条
例
で
は
改
称
ま
で
行
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
文
後
の

年
月
表
記
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
の
ま
ま
で
あ
り
、
新
貨
条
例
と
同
一

で
あ
る
。
前
文
の
内
容
も
同
一
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
改
正
の
場
合
は
年
月
表
記

の
書
き
換
え
は
、
法
令
上
の
用
語
に
お
い
て
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
事
例
も
郵
便
条
例
と
同
様
に
、
草
案
に
記
述
さ
れ
て
い
る
年
代
が
作
成
年
代
以

前
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
貨
幣
に
限

ら
ず
当
時
の
法
律
改
正
の
手
続
き
上
、
草
案
の
年
代
表
記
は
作
成
年
代
と
ず
れ
て

い
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
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な
お
付
言
し
て
お
け
ば
、
草
案
の
表

題
は
「
改
正
新
貨
条
例
」
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
草
案
は
貨
幣
条
例
以
前
に
作

成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
実
証
か
ら
草
案
の
年
代
表
記

が
必
ず
し
も
作
成
年
代
と
一
致
す
る
と

は
限
ら
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
新

貨
条
例
起
草
期
か
ら
貨
幣
条
例
成
立
期

頃
ま
で
草
案
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
無
論
以
上
の

実
証
は
草
案
の
作
成
年
代
を
直
接
推
定

す
る
も
の
で
は
な
く
、
岡
田
の
解
釈
の

誤
り
を
実
証
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
よ

り
直
接
的
な
時
期
推
定
に
は
詳
細
な
草

案
の
内
容
の
分
析
や
関
連
史
料
の
分
析

が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
こ
で
草
案
の
伝
来
と
時
期
推
定
を

示
す
関
連
史
料
を
以
下
で
は
分
析
し
よ

う
。
草
案
は
大
隈
文
書
に
所
収
さ
れ
て

い
る
が
、
公
文
書
を
大
隈
個
人
が
管
理

す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
例
え
ば
明
治
四
年
（
一
八
七
一
、
引
用
者
に
よ
る
推
定
）
三
月
七
日
付
の

大
隈
重
信
宛
の
井
上
馨
書
簡
（
２１
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

過
日
差
出
し
置
候
キ
ン
ト
ル
よ
り
申
立
候
造
幣
規
則
書
、
此
者
江
御
附
与
奉
祈

候
。
且
亦
千
七
百
ミ
ル
カ
ラ
ニ
ム
の
割
合
如
草
稿
物
も
御
手
元
江
差
出
し
候
歎
に

相
覚
候
間
、
双
方
共
に
御
詮
義
被
成
下
候
而
鳥
渡
拝
借
奉
祈
候
。
為
其
。
匆
々
拝

白
。こ

こ
で
は
キ
ン
ド
ル
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
「
造
幣
規
則
書
」
を
井
上
が
大
隈
か

ら
ち
ょ
っ
と
拝
借
し
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
つ
ま
り
基
本
的
に
は
キ
ン
ド
ル
の

「
造
幣
規
則
書
」
は
大
隈
個
人
が
管
理
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
か
ら
造
幣
関
係
の

公
文
書
、
特
に
草
案
の
よ
う
に
造
幣
寮
か
ら
大
蔵
省
に
提
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

公
文
書
を
、
大
隈
個
人
が
管
理
し
、
結
果
と
し
て
そ
う
い
っ
た
公
文
書
が
大
隈
文

書
内
に
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。
大
隈
は
大
蔵
省
内
の
有
力
者
で
あ
る
上
、
特

に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
頃
に
は
新
貨
条
例
・
造
幣
規
則
に
つ
い
て
諸
外
国
と

の
交
渉
を
担
当
し
て
い
た
。
例
え
ば
明
治
四
年
五
月
七
日
の
大
蔵
省
に
よ
る
太
政

官
宛
上
申
（
２２
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

造
幣
ノ
儀
ニ
付
、
兼
テ
伺
済
ノ
趣
（
金
本
位
制
採
用
願
い
―
引
用
者
註
）
ヲ

以
、
此
程
大
隈
参
議
横
浜
表
出
張
ノ
上
、
各
国
公
使
へ
談
判
を
遂
ケ
、
最
前

相
伺
候
規
則
書
共
外
（
銀
本
位
制
的
内
容
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
―
引
用
者

註
）
取
捨
致
シ
、
別
紙
（
新
貨
条
例
―
引
用
者
註
）
ノ
通
決
定
イ
タ
シ
候

こ
こ
か
ら
大
隈
が
横
浜
で
各
国
公
使
と
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
交
渉
し
て
い
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
外
国
と
の
交
渉
の
た
め
に
も
造
幣
関

係
の
公
文
書
管
理
の
必
要
性
は
高
く
、「
造
幣
規
則
書
」
は
大
隈
の
下
で
管
理
さ

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
般
的
に
造
幣
関
係
の
文
書
が
大
隈
個
人
に
残
さ
れ
る
傾
向
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
前
提
に
草
案
の
性
格
の
推
定
の
た
め
に
最

も
重
要
な
史
料
を
以
下
で
は
検
討
し
よ
う
。
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
大
隈
文
書

内
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
新
貨
幣
条
例
改
正
並
計
算
方
法
伝
習
申
諜
書
」（
Ａ
一

七
三
七
、
以
下
「
申
諜
書
」
と
呼
称
す
る
）
で
あ
る
。

申
諜
書
は
三
種
の
史
料
が
合
綴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
番
目
の
史
料
は
造
幣

表３ 明治４年（１８７１）～８年（１８７５）における造幣寮の休日を除く地金受取中止期間

理由

機械破損

鋳造能力超過、新機械落成まで中止

不明

不明

造幣規則通り

造幣規則通り

〔出所〕『貨政考要 法令編』（註２４）、６１・６４・６６・６９・７１‐７２・９２‐９４頁

対象

銀地金

地金

地金

銀地金

地金

地金

受入再開

不明

明治５年１０月２０日

明治６年１１月３０日

明治７年３月１６日

明治７年１１月１５日

明治８年８月１５日

受入中止開始

明治４年１０月２５日

明治５年６月１０日

明治６年９月１６日

不明

明治７年９月１日

明治８年６月１６日
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権
頭
益
田
孝
が
大
蔵
本
省
の
井
上
馨
大
蔵
大
輔
（
当
時
造
幣
頭
を
兼
任
）
及
び
渋

澤
栄
一
に
宛
て
た
新
貨
条
例
改
正
に
つ
い
て
の
伺
書
で
あ
り
、
第
三
の
史
料
は
造

幣
寮
の
益
田
孝
・
三
島
為
嗣
が
大
蔵
本
省
の
大
隈
重
信
事
務
総
裁
に
宛
て
た
計
算

方
法
に
つ
い
て
の
伺
書
で
あ
る
。
一
番
目
の
史
料
は
二
通
の
伺
書
に
対
す
る
大
蔵

省
で
の
決
済
を
記
し
て
い
る
。
用
紙
は
一
番
目
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
大
蔵
省
罫
紙
、
造

幣
寮
罫
紙
、
普
通
の
和
紙
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
日
付
は
一
番
目
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
「
五
月
二
九
日
」、「
六
年
五
月
九
日
」、「
五
月
一
六
日
」
と
な
っ
て
い
る
。
本

稿
の
議
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
こ
の
内
第
一
の
史
料
と
第
二
の
史
料
で
あ
る
。

ま
ず
造
幣
寮
の
新
貨
条
例
改
正
案
を
記
し
た
第
二
の
史
料
を
分
析
し
よ
う
。
こ

の
案
は
造
幣
権
頭
益
田
孝
の
名
前
で
出
さ
れ
て
お
り
、
キ
ン
ド
ル
の
同
意
を
得
て

い
た
こ
と
も
史
料
中
に
指
摘
が
あ
る
た
め
、
造
幣
寮
を
代
表
す
る
構
想
で
あ
る
と

評
価
し
て
よ
い
。
改
正
案
の
主
張
の
骨
子
は
貨
幣
・
地
金
受
取
方
法
改
正
と
一
円

銀
廃
止
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の
主
張
は
後
述
す
る
よ
う
に
草
案
の
内
容
と

一
致
し
て
い
る
。

貨
幣
・
地
金
受
取

方
法
改
正
に
つ
い
て

は
造
幣
規
則
中
に
は

品
位
不
明
の
地
金
・

外
国
貨
幣
受
取
に
関

す
る
第
五
条
の
規
定

が
あ
る
が
、
英
文
規

則
と
不
整
合
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
。
造

幣
規
則
は
外
国
金
銀

貨
幣
で
あ
っ
て
も
、

試
験
の
結
果
品
位
が
不
適
当
な
も
の
に
対
し
て
は
受
取
を
拒
否
で
き
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
英
文
規
則
の
規
定
で
は
受
取
の
拒
否
が
十
分
に
規
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
持
ち
込
ん
だ
貨
幣
の
品
位
が
不
明
で
あ
る
と
外
国

人
に
は
納
得
さ
せ
難
く
、
鉄
屑
を
含
ん
だ
貨
幣
な
ど
の
贋
金
な
ど
へ
の
対
処
が
十

分
に
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
改
正
し
た
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
円
銀
廃
止
に
つ
い
て
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
機
械
が
破
損
し
、
そ
れ

以
降
一
円
銀
の
製
造
を
中
止
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
問
題
が
な
か
っ
た
た
め
一
円

銀
を
廃
止
し
た
い
と
申
諜
書
で
は
指
摘
し
て
い
る
。
表
四
に
よ
れ
ば
明
治
六
年
に

一
円
銀
は
鋳
造
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
指
摘
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
。

表
三
か
ら
推
察
す
る
に
、
少
な
く
と
も
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
六
月
以
降
、

一
円
銀
を
製
造
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
別
の
大
隈
文
書
中
の
史
料
（
２３
）

に
よ
れ
ば
、
同
年
三
月
以
降
に
は
一
円
銀
の
鋳
造
は
停
止
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
理
由
は
第
一
に
当
時
補
助
貨
幣
が
十
分
に
供
給
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
内
流
動

性
に
障
害
が
生
じ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
こ
と
に
あ
り
、
第
二
に
一
円
銀
が
「
本
位

金
貨
ニ
抵
抗
障
礙
ア
ル
ヲ
恐
」
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
建
議
に
対
す
る
大
蔵
省
の
対
応
を
示
し
て
い
る
の
が
、
申
諜
書
の
第
一
の

史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
造
幣
権
頭
、
す
な
わ
ち
益
田
孝
か
ら
二
通
申
諜
書
が
差

し
出
さ
れ
、
特
に
新
貨
条
例
草
案
は
総
裁
、
す
な
わ
ち
大
隈
重
信
の
下
へ
伝
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
議
に
朱
書
で
コ
メ
ン
ト
し
た
陸
奥

宗
光
は
地
金
・
貨
幣
受
取
規
則
の
改
正
に
同
意
し
、
ま
た
、
一
円
銀
の
廃
止
に
つ

い
て
は
「
総
裁
之
決
ニ
寄
り
処
分
す
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
申
諜

書
と
「
新
貨
条
例
草
案
」
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
月
下
旬
に
大
蔵
省
、
さ

ら
に
は
大
隈
重
信
の
下
に
伝
達
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
新
貨
条
例
草
案
」
が
草
案
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿

の
岡
田
と
異
な
る
推
定
で
あ
る
。
実
証
は
後
述
と
な
る
が
、
内
容
面
か
ら
の
年
代

表４ 一円銀貨鋳造高 （単位は円）

貿易銀

３８３５１

１２４４１７

２４２４５７４

４３６５８５

３２７１１

〔出所〕前掲『造幣局沿革誌』、１２７頁

一円銀

２７４０２４５

９４４８０４

９４２００６

１３９３２３

１８７８９８４

３３０６１８１

年代

明治４年

明治５年

明治６年

明治７年

明治８年上半期

明治８年度

明治９年度

明治１０年度

明治１１年度

明治１２年度
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推
定
か
ら
も
矛
盾
し
な
い
上
、
端
的
に
い
っ
て
草
案
と
申
諜
書
の
内
容
が
一
致
し

て
い
る
こ
と
は
決
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
草
案
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五

月
頃
に
造
幣
寮
で
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
蔵
省
へ
提

出
さ
れ
た
草
案
は
、
さ
ら
に
当
時
珍
し
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
大
隈
個
人
へ

と
伝
え
ら
れ
、
結
果
的
に
大
隈
文
書
に
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
草
案
が
結
果
的
に
法
案
と
し
て
実
現
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、「
公

文
録
」
か
ら
見
る
限
り
大
蔵
省
か
ら
太
政
官
に
伺
っ
た
形
跡
す
ら
な
い
。
従
っ
て

造
幣
寮
の
新
貨
条
例
・
造
幣
規
則
変
更
案
は
大
蔵
省
内
で
廃
案
に
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。三

�
造
幣
寮
の
「
改
正
新
貨
条
例
草
案
」
の
内
容

本
稿
で
は
草
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
際
の
新
貨
条
例
・
造
幣
規
則
と
の
異
同

を
中
心
に
以
下
で
分
析
を
加
え
る
。

ま
ず
新
貨
幣
例
目
に
つ
い
て
は
、
草
案
は
全
四
条
、
新
貨
条
例
は
全
五
条
と

な
っ
て
い
る
。
草
案
に
は
見
ら
れ
な
い
の
は
以
下
の
部
分
で
あ
る
。

一
、
新
貨
幣
ト
在
来
通
用
貨
幣
ト
ノ
価
格
ハ
一
円
ヲ
以
テ
一
両
即
チ
永
一
貫

文
ニ
充
ツ
ベ
シ
。
故
ニ
五
十
銭
ハ
二
分
即
チ
永
五
百
文
、
十
銭
ハ
一
両
ノ

十
分
一
即
チ
永
百
文
、
一
銭
ハ
一
両
ノ
百
分
一
即
チ
永
十
文
、
一
厘
ハ
一

両
ノ
千
分
一
即
チ
永
一
文
ト
相
当
ル
ベ
シ
。

但
シ
二
十
円
十
円
二
十
銭
五
銭
半
銭
モ
皆
同
様
ノ
割
合
タ
ル
ベ
シ
。

す
な
わ
ち
新
貨
幣
と
旧
貨
幣
の
対
応
部
分
が
草
案
で
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は

先
述
し
た
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
の
貨
幣
条
例
で
削
除
さ
れ
た
部
分
と
同

じ
で
あ
る
。
貨
幣
条
例
で
は
、
当
該
部
分
は
新
貨
幣
の
充
足
と
共
に
必
要
性
が
な

く
な
り
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
厘
ヨ
リ
以
下
ハ
別
ニ
鋳
造
ノ
貨
幣
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
若
シ
計
算
ヲ
要

も
う

し

こ
つ

び

せ
ん

ス
レ
バ
毛
糸
忽
微
繊
ヲ
以
テ
微
少
ノ
数
ヲ
算
ス
ベ
シ
。」（
新
貨
条
例
、
な
お
貨
幣

条
例
で
も
変
更
さ
れ
て
い
な
い
）
か
ら
「
厘
よ
り
以
下
は
別
に
鋳
造
の
貨
幣
な
れ

ば
、
諸
計
算
上
都
て
厘
位
に
止
め
四
捨
五
入
た
る
べ
し
」（
草
案
）
と
表
記
が
変

更
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
一
厘
以
下
の
旧
貨
幣
に
よ
る
取
引
を
想
定
す
る
新

貨
条
例
と
新
貨
の
使
用
の
み
を
想
定
す
る
草
案
と
い
う
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
現
実
に
は
一
厘
以
下
の
鉄
銭
な
ど
の
貨
幣
が
存
在
し
た
が
、
新
貨
条
例

上
は
そ
う
い
っ
た
貨
幣
は
存
在
せ
ず
、
統
一
性
の
担
保
の
必
要
性
か
ら
使
用
す
べ

き
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
現
実
の
状
況
を
勘
案
し
て
い
る
新
貨
条
例
と
統
一
性
の
あ

る
新
貨
幣
体
系
の
理
念
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
草
案
と
い
う
差
異
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。

前
者
の
変
更
も
お
そ
ら
く
新
貨
幣
の
充
足
と
い
う
よ
り
は
、
旧
貨
幣
の
価
値
基

準
化
や
流
通
を
含
意
し
な
い
が
故
に
削
除
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
以
上
の
違
い
か
ら
は
新
貨
幣
に
よ
る
理
念
的
な
貨
幣
体
系
を
重
視
す
る
草
案

と
現
実
的
に
旧
貨
幣
と
の
連
続
性
を
重
視
す
る
新
貨
条
例
と
い
う
特
徴
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

付
表
部
分
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
点
が
重
要
で
あ
る
。

第
一
に
「
明
治
五
年
十
一
月
改
正
ノ
公
布
ア
リ
シ
分
ナ
リ
」
と
注
記
が
あ
る
銀

貨
の
銀
含
有
量
が
、
新
貨
条
例
時
の
銀
含
有
量
と
併
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
岡
田
が
付
表
部
分
の
作
成
年
代
が
別
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ

は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
一
月
一
四
日
に
公
布
さ
れ
た
「
新
金
銀
貨
中
寸
法

量
目
の
改
正
（
２４
）
」
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
草
案
が
こ
れ
以
降
に
起
草
さ
れ
た
と
い

う
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
改
鋳
（
２５
）
で
は
、
技
術
的
に
貨
幣
の
磨
耗
を
防
ぐ
た

め
直
径
を
削
減
し
、
厚
さ
を
増
す
よ
う
に
新
貨
幣
の
形
状
を
変
更
す
る
こ
と
と
し

た
。
特
に
補
助
銀
貨
に
つ
い
て
は
銀
含
有
量
を
増
加
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
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の
背
景
に
は
新
補
助
銀
貨
の
銀
の
含
有
量
が
少
な
く
銀
貨
の
改
鋳
利
益
が
大
き
す

ぎ
る
見
込
み
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鋳
造
高
が
少
な
い
う
ち
に
、

貨
幣
の
信
用
の
た
め
銀
の
含
有
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
二
月
二
八
日
に
実
施
さ
れ
た
銀
貨
の
銀
含
有
量

増
加
（
２６
）
は
草
案
に
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
事
実
は
草
案
が
こ
れ
以
前
に
起
草

さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
改
鋳
で
は
一
円
銀
は
貿
易
銀
と
名
称
を
改

め
ら
れ
、
銀
の
含
有
量
は
四
一
六
グ
レ
イ
ン
（
二
六
・
九
五
七
グ
ラ
ム
）
か
ら
四

二
〇
グ
レ
イ
ン
（
二
七
・
二
一
六
グ
ラ
ム
）
に
増
加
し
た
。
こ
の
改
鋳
の
意
図
は

清
な
ど
の
諸
外
国
で
貿
易
銀
の
流
通
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
詳
細
は
省
く
が
、
結
果
的
に
は
貿
易
銀
は
十
分
に
流
通
せ
ず
、
政
府
は
明
治
一

一
年
（
一
八
七
八
）
一
一
月
に
旧
一
円
銀
に
戻
す
こ
と
を
決
定
す
る
（
２７
）
。
な
お
こ
の

改
正
を
主
導
し
た
の
も
大
隈
重
信
で
あ
っ
た
。

第
二
に
草
案
で
は
一
円
銀
が
貨
幣
表
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
申
諜
書
や
、
後
述
の
通
用
制
限
・
造
幣
規
則
部
分
の
主
張
と
も
一
致
し
て
お

り
、
草
案
の
主
張
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
し
岡
田
の
述
べ
る

よ
う
に
付
表
の
み
が
別
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
一
貫
性
を

説
明
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
円
銀
は
前
述
し
た
よ
う
に
金
本
位
制
に
お
い
て
は
例
外
的
な
貨
幣
で
あ
り
、

一
円
銀
を
排
す
る
こ
と
は
厳
密
な
金
本
位
制
の
採
用
の
た
め
に
は
決
定
的
に
重
要

で
あ
っ
た
。
一
円
銀
を
含
み
な
が
ら
も
、
新
貨
条
例
の
貨
幣
体
系
が
金
本
位
制
と

呼
ば
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
通
用
制
限
が
存
在
し
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

新
貨
条
例
内
の
通
用
制
限
で
は
「
各
開
港
場
貿
易
便
利
ノ
為
メ
、
当
分
ノ
内
中

外
人
民
ノ
望
ニ
応
ジ
、
一
円
ノ
銀
貨
ヲ
鋳
造
」
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、「
此
一

円
銀
ハ
、
全
ク
各
開
港
場
輸
出
入
物
品
、
其
他
外
国
人
ヨ
リ
納
ム
ル
諸
税
、
及
日

本
人
外
国
人
ト
通
商
ノ
取
引
ニ
用
フ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
内
地
ノ
諸
税
納
方
等
公
ナ

ル
払
方
ニ
用
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
勿
論
、
其
他
一
般
ノ
通
用
ヲ
得
サ
ル
ベ
シ
」
と
し

て
一
円
銀
の
通
用
範
囲
を
開
港
場
に
限
定
し
た
。

し
か
し
草
案
で
は
新
貨
条
例
と
は
大
幅
に
異
な
る
興
味
深
い
主
張
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
基
本
的
に
は
新
貨
条
例
を
踏
襲
し
て
い
る
草
案
に
お
い
て
、
通
用
制
限

は
か
な
り
の
部
分
が
新
貨
条
例
と
異
な
っ
て
い
る
例
外
的
な
箇
所
で
あ
る
。
や
や

長
く
な
る
が
重
要
な
の
で
全
文
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
□
部
分
は
欠

損
）。新

貨
幣
通
用
制
限

本
位
金
貨
幣
（
即
二
十
円
十
円
五
円
二
円
一
円
）
の
中
、
一
円
金
を
以
て
原

貨
と
定
め
、
各
種
と
も
何
れ
の
払
方
に
も
之
を
用
ひ
、
其
高
に
制
限
あ
る
こ

と
な
し
。

本
位
と
ハ
、
貨
幣
の
主
本
に
し
て
、
他
の
準
拠
と
な
る
も
の
な
り
。
故
に
通

用
の
際
に
制
限
を
立
る
を
要
せ
す
。
尤
も
一
円
金
を
以
て
、
本
位
中
の
原
価

と
定
め
る
と
は
、
就
中
一
円
金
を
以
て
、
本
位
の
基
本
を
定
め
、
他
の
四
種

の
金
貨
も
、
都
て
標
準
を
一
円
金
に
取
れ
ば
な
り
。

補
助
の
銀
貨
幣
即
五
十
銭
二
十
銭
十
銭
五
銭
は
、
都
て
本
位
た
る
金
貨
の
分

数
□
補
助
す
る
の
貨
品
に
し
て
、
其
一
種
（
五
十
銭
に
て
も
二
拾
銭
に
て
も

一
種
な
り
其
他
推
て
知
る
べ
し
）
又
ハ
数
種
（
五
拾
銭
と
拾
銭
拾
銭
と
五
銭

の
如
く
補
助
銀
貨
を
一
所
に
□
□
□
て
）
を
併
せ
用
ふ
る
と
も
、
一
口
の
払

方
に
十
円
の
高
を
限
る
べ
し
。

銅
貨
即
二
銭
一
銭
半
銭
一
厘
も
、
銀
貨
と
同
じ
く
補
助
の
貨
幣
た
れ
ば
、
都

て
一
口
の
払
方
に
一
円
の
高
を
限
り
用
ゆ
べ
し
。

金
カ□
を
以
て
貨
幣
の
原
本
と
し
、
銀
銅
を
以
て
補
助
貨
と
な
せ
る
所
以
の
理
は
、

金
と
銀
に
ハ
各
自
の
価
あ
り
て
一
定
せ
ず
、
金
礦
新
に
発
け
バ
金
価
下
り
、

銀
山
盛
な
れ
バ
銀
貨
下
る
。
其
時
の
形
状
に
由
て
高
下
し
、
始
終
一
定
不
変
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な
る
事
な
し
。
故
に
貨
幣
の
原
本
に
金
銀
二
様
を
用
ひ
し
国
に
て
ハ
、
時
価

の
変
遷
に
随
ひ
同
一
原
本
の
間
、
互
に
差
違
を
起
し
、
政
府
に
て
定
め
し
比

較
の
如
く
な
ら
ず
、
大
ニ
国
家
の
損
害
を
醸
せ
し
□
□
屡
実
験
せ
し
所
な
り
。

故
に
今
金
を
以
て
貨
幣
之
原
本
と
し
、
銀
は
唯
其
分
数
を
補
助
す
る
の
貨
幣

と
し
、
制
限
を
設
け
て
其
不
都
合
を
避
し
な
り
。
銅
の
如
き
は
其
高
低
最
甚

し
き
を
以
て
、
殊
更
ニ
制
限
の
高
を
少
な
く
せ
り
。

通
用
制
限
ハ
上
に
述
候
如
く
、
元
来
貨
幣
に
原
本
と
補
助
と
の
別
あ
る
所
以

の
理
に
基
づ
き
て
制
定
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
今
取
引
の
節
、
右
の
制
限
に
照

準
し
も
し
こ
れ
に
越
れ
ハ
、
誰
に
て
も
請
取
渡
を
拒
之
道
理
あ
る
べ
し
。
さ

れ
と
も
相
互
の
取
引
に
付
、
便
宜
の
た
め
対
談
を
以
て
請
取
渡
い
た
す
は
、

全
く
双
方
の
都
合
に
従
ふ
筈
な
れ
バ
、
右
制
限
に
拘
わ
ら
ず
、
勝
手
次
第
交

通
い
た
し
不
苦
候
事
。

大
蔵
省

草
案
の
通
用
制
限
に
は
一
円
銀
の
規
定
は
な
く
、
新
貨
条
例
に
対
し
草
案
で
は

一
円
銀
の
存
在
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
通
用
制
限
か
ら
看

取
さ
れ
る
造
幣
寮
の
主
張
の
骨
子
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
金
と
銀
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
価
格
を
持
ち
、
こ
れ
ら
は
常
に
変
動
し
て
い
る
。
従
っ
て
金
銀
複
本
位
制

を
採
用
し
て
い
る
国
で
は
、
金
銀
比
価
の
変
動
が
生
じ
る
と
、
金
の
本
位
貨
幣
と

銀
の
本
位
貨
幣
と
の
価
値
が
異
な
っ
て
し
ま
う
。
政
府
の
公
定
し
た
金
銀
比
価
と

市
場
の
金
銀
比
価
に
差
異
が
生
じ
る
と
、
国
家
に
甚
大
な
損
害
を
与
え
る
こ
と
は

頻
繁
に
経
験
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
新
貨
条
例
で
は
金
本
位
制
を
採
用

し
、
銀
貨
は
補
助
貨
幣
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
銀
貨
一
般
に
は
一
回

の
支
払
い
に
お
い
て
一
〇
円
を
超
え
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
通
用
制
限
を
定

め
て
い
る
。
銅
貨
に
至
っ
て
は
そ
の
価
格
変
動
が
極
端
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ら

に
通
用
制
限
を
厳
し
く
定
め
、
一
時
の
支
払
い
で
使
用
可
能
な
金
額
は
一
円
に
限

定
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
金
本
位
制
を
厳
密
に
志
向
す
る
草
案
の
意
図
を
示
す

と
同
時
に
、
金
本
位
制
採
用
志
向
の
理
由
が
金
銀
銅
の
比
価
の
変
動
に
あ
る
こ
と

を
示
す
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

最
後
に
造
幣
規
則
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
新
貨
条
例
で
は
金
貨
あ

る
い
は
一
円
銀
に
よ
る
外
国
人
へ
の
改
鋳
後
の
貨
幣
支
払
い
を
規
定
し
て
い
た
の

に
対
し
、
草
案
で
は
「
本
位
金
貨
」
の
み
に
よ
る
支
払
い
を
規
定
し
て
い
る
。
他

方
銀
貨
の
受
入
に
関
し
て
は
、
例
外
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
造
幣
寮

の
都
合
次
第
で
受
け
入
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
金
貨
鋳
造
費
用
に
関
し
て
は
新

貨
条
例
よ
り
多
数
の
具
体
的
数
字
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
貨
鋳
造
費

用
に
つ
い
て
の
規
定
が
草
案
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
更
か
ら
も
草

案
が
銀
貨
受
取
・
改
鋳
を
あ
ま
り
想
定
せ
ず
、
金
貨
に
よ
っ
て
の
み
外
国
人
へ
の

支
払
い
を
行
う
厳
格
な
金
本
位
制
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
看
取
で
き
る
。

草
案
の
規
定
は
全
体
的
に
長
文
化
し
、
厳
密
に
貨
幣
受
取
の
手
続
き
を
定
め
て

い
る
。
例
え
ば
造
幣
規
則
第
五
条
と
草
案
の
造
幣
規
則
第
四
条
を
掲
げ
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

造
幣
規
則
第
五
条

品
位
并
価
格
と
も
詳
細
な
ら
ざ
る
金
或
は
銀
地
金
并
外
国
金
銀
貨
幣
ハ
、
假

に
受
取
置
試
験
熔
解
の
上
分
析
し
て
其
品
位
と
価
格
と
を
明
に
し
、
造
幣
的

当
の
品
な
ら
ば
之
を
受
取
る
べ
し

草
案
内
造
幣
規
則
第
四
条

造
幣
頭
に
は
金
地
金
を
一
度
貨
幣
材
ニ
受
取
之
後
は
、
必
ら
ず
其
可
払
う
高

を
鋳
造
す
べ
き
事
。
政
府
へ
対
し
責
任
を
担
当
す
る
な
れ
ば
、
外
国
金
貨
幣

た
り
と
も
、
品
位
詳
明
の
地
金
た
り
と
も
、
之
を
試
験
溶
解
之
上
、
然
ら
れ

ば
請
取
ら
ざ
る
の
権
を
有
す
。
尤
も
造
幣
既
に
於
て
其
地
金
或
ハ
貨
幣
之
質

を
満
足
す
る
と
き
は
、
小
片
を
切
取
り
、
試
験
を
し
て
請
取
事
に
あ
る
べ
し
。
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且
又
其
他
或
ハ
金
貨
幣
に
的
当
せ
ざ
る
時
は
之
を
戻
す
之
権
あ
り
。

貨
幣
不
的
当
ハ

銀
混
合
九
百
九
十
位
已
下

銅
混
合
九
百
已
下

右
位
の
上
ニ
出
る
地
金
も
、
雑
物
あ
り
て
剛
脆
な
も
の
、
其
他
都
て
貨
幣
鋳

造
ニ
付
、
適
宜
な
ら
ざ
る
物
は
之
を
戻
す
な
り

こ
の
よ
う
に
条
文
の
精
緻
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
容
上
重
視
す
べ
き
は

外
国
貨
幣
や
品
位
が
明
ら
か
な
地
金
に
対
し
て
も
、
造
幣
寮
が
溶
解
し
た
上
で
、

造
幣
寮
に
受
け
取
ら
な
い
権
利
が
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
申
諜
書
の
新
貨
条
例
改
正
案
と
内
容
的
に
一
致
し
て
い
る
。

な
お
造
幣
規
則
内
に
は
造
幣
寮
の
休
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
草
案
の
休
日

は
特
徴
的
で
あ
る
。
年
末
の
休
日
に
つ
い
て
新
貨
条
例
は
一
二
月
二
八
日－

三
〇

日
と
な
っ
て
い
る
が
、
草
案
で
は
一
二
月
二
九
日－

三
一
日
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
原
因
は
新
貨
条
例
で
は
旧
暦
で
休
日
を
設
定
し
、
草
案
で
は
新
暦
で
休
日
を
設

定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
（
２８
）
。
こ
の
事
実
は
草
案
が
新
暦
採
用
後
、

す
な
わ
ち
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
以
降
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
一
二
月
三
一
日
が
法
令
上
祝
日
と
な
る
の
は
明
治
八
年
（
一
八
七
六
）
一
〇

月
の
第
九
四
号
布
告
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２９
）
。

他
方
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
二
月
一
七
日
に
は
造
幣
規
則
の
改
正
が
布
告

さ
れ
毎
年
九
月
一
日
か
ら
一
一
月
一
五
日
ま
で
地
金
の
受
取
中
止
が
定
め
ら
れ
た
（
３０
）
。

さ
ら
に
翌
明
治
八
年
（
一
八
七
六
）
四
月
二
〇
日
に
造
幣
規
則
は
大
幅
に
改
正
さ

れ
、
毎
年
六
月
一
六
日
か
ら
八
月
一
五
日
ま
で
受
取
中
止
と
定
め
ら
れ
（
３１
）
、
明
治
一

六
年
（
一
八
八
三
）
の
変
更
ま
で
こ
の
規
定
は
継
続
し
た
（
３２
）
。
こ
う
し
た
地
金
受
入

の
中
止
期
間
に
つ
い
て
の
造
幣
規
則
改
正
に
は
草
案
で
は
何
の
言
及
も
な
く
、
草

案
の
作
成
が
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
二
月
一
七
日
以
降
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

以
上
草
案
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。
草
案
は
外
国
人
か
ら
の
貨
幣
・
地
金
受

取
の
規
定
を
精
緻
化
す
る
と
同
時
に
、
新
貨
幣
体
系
の
理
念
を
前
面
に
打
ち
出
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
貨
幣
史
上
特
記
さ
れ
る
こ
と
は
厳
格
な
金
本
位

制
の
採
用
を
主
張
し
た
点
で
あ
る
。
金
銀
比
価
の
変
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
国
家
の

損
害
を
警
戒
し
た
造
幣
寮
は
、
一
円
銀
の
廃
止
と
厳
格
な
金
本
位
制
の
採
用
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
内
容
面
か
ら
の
作
成
時
期
推
定
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
付
表
の
銀
含
有

量
か
ら
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
一
月
一
四
日
以
降
で
あ
り
、
太
陽
暦
に
よ
る

祝
日
の
採
用
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
以
降
と
推
定
さ
れ
る
。
他
方
貨
幣
条

例
以
前
に
作
成
さ
れ
た
た
め
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
二
五
日
以
前
で
あ
り
、

付
表
の
銀
含
有
量
か
ら
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
二
月
二
八
日
以
前
で
あ
り
、
地

金
受
入
期
間
に
関
す
る
造
幣
規
則
の
改
正
に
よ
っ
て
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
二

月
一
七
日
以
前
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
太
陽
暦
が
採
用

さ
れ
た
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
頃
か
ら
、
地
金
受
入
期
間
に
関
す
る
造
幣
規
則

の
改
正
が
行
わ
れ
た
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
二
月
一
七
日
ま
で
に
、
草
案
は
作

成
さ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
こ
の
内
容
面
か
ら
の
推
定
は
、
前
述
の
関
連
史
料
か

ら
の
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
月
頃
と
い
う
推
定
と
矛
盾
し
な
い
。

四
�
金
本
位
制
へ
の
志
向
と
そ
の
挫
折

本
節
で
は
草
案
後
の
経
緯
と
草
案
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

草
案
は
結
果
的
に
は
大
蔵
省
内
で
封
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
ず
そ
の
原

因
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
当
時
の
政
治
史
的
状
況
を
確
認
す
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
は
大
蔵

省
内
の
政
治
力
学
が
大
き
く
変
化
し
た
時
期
で
あ
る
。
財
政
政
策
に
対
す
る
不
満
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や
尾
去
沢
銅
山
事
件
な
ど
に
よ
っ
て
井
上
馨
は
渋
澤
栄
一
と
共
に
五
月
三
日
頃
に

辞
表
を
提
出
し
、
同
一
四
日
に
承
認
さ
れ
る
（
３３
）
。
井
上
の
辞
任
を
受
け
て
、
大
隈
重

信
は
大
蔵
省
事
務
総
裁
に
任
じ
ら
れ
（
同
九
日
）
た
一
方
、
こ
の
頃
井
上
派
で

あ
っ
た
造
幣
権
頭
益
田
孝
は
大
隈
に
強
く
引
き
と
め
ら
れ
た
も
の
の
同
様
に
大
蔵

省
を
辞
す
る
（
同
一
七
日
（
３４
）
）。

草
案
は
井
上
派
の
益
田
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
当
の
益
田
自
身
が
辞
職
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
政
局
的
に
実
現
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。

草
案
は
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
政
局
の
中
で
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
周
知
の
よ
う
に
同
年
九
月
に
は
岩
倉
使
節
団
が
帰
国
し
、
翌
一
〇
月
に

は
征
韓
論
を
契
機
に
明
治
六
年
政
変
が
発
生
す
る
な
ど
、
政
府
中
枢
の
政
局
の
混

乱
も
生
じ
た
た
め
、
幣
制
改
革
の
余
裕
が
失
わ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

も
う
一
つ
廃
案
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
大
隈
重
信
が
草
案
の
改
正
に
慎
重
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
う
る
。
前
述
の
よ
う
に
申
諜
書
に
は
一
円
銀
廃
止
の
建

議
に
つ
い
て
は
大
隈
の
判
断
が
仰
が
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
大
隈

が
同
意
し
な
け
れ
ば
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

先
行
研
究
で
は
大
隈
が
海
外
で
の
一
円
銀
の
流
通
を
強
く
推
進
し
て
い
た
こ
と

が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
大
隈
は
貿
易
銀
発
行
に
よ
る
銀
貨
の
銀
含
有
量
の
増
量

に
加
え
、
上
海
に
円
銀
交
換
所
を
設
立
す
る
計
画
を
た
て
、
海
外
で
積
極
的
に
貿

易
銀
の
流
通
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
３５
）
。
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
も
銀
貨
に
よ

る
支
払
い
へ
の
変
更
は
有
効
で
あ
っ
た
。
大
隈
が
海
外
で
の
日
本
貨
幣
の
流
通
を

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
・
六
月
頃
に
も
目
指
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
円
銀

の
廃
止
は
首
肯
し
が
た
い
建
議
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
造
幣
寮
の
提
案
は
大
隈

が
進
展
さ
せ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

事
実
大
隈
は
同
年
一
二
月
一
九
日
に
出
さ
れ
た
第
四
一
二
号
布
告
（
３６
）
に
よ
っ
て
造

幣
規
則
を
改
正
す
る
。
そ
の
改
正
の
要
点
は
造
幣
規
則
第
四
条
に
お
い
て
、
従
来

地
金
・
外
国
貨
幣
を
納
入
し
た
外
国
人
に
は
金
貨
か
一
円
銀
を
支
払
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
規
則
を
、
一
円
銀
を
支
払
う
よ
う
に
改
正
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
結
果
的
に
は
外
国
人
へ
の
金
貨
の
支
払
い
を
禁
じ
た
こ
と
と
な
る
。
草
案
で
は

逆
に
銀
貨
の
支
払
い
を
禁
じ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
両
者
の
内
容
は
対
照
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
造
幣
規
則
改
正
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
一
月
三
〇
日
に
大
隈
が
太

政
官
に
改
正
を
「
至
急
（
３７
）
」
希
望
し
、
一
二
月
四
日
に
は
岩
倉
具
視
以
下
太
政
官
が

許
可
を
下
し
た
。
そ
の
後
微
修
正
を
経
て
、
一
二
月
一
九
日
に
は
布
告
さ
れ
る
（
３８
）
。

ち
な
み
に
こ
の
二
日
前
に
は
郵
便
規
則
の
改
正
が
行
わ
れ
、
こ
の
頃
に
大
蔵
省
管

轄
業
務
に
関
す
る
重
要
法
案
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

金
本
位
制
か
ら
遠
ざ
か
る
改
正
の
背
景
に
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
頃
か
ら
、

国
際
的
な
金
銀
比
価
が
急
速
に
銀
安
に
振
れ
始
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
３９
）

（
表
五
）。
当
時
欧
米
で
は
金
本
位
制
採
用
の
潮
流
と
な
り
、
銀
安
が
進
行
し
て
い

た
一
方
、
国
内
の
洋
銀
相
場
は
高
止
ま
り
し
て
い
た
（
表
六
）。
金
銀
比
価
が
金

表５ 明治初期金銀比価推移

金銀比価

１５．５９

１５．６０

１５．５７

１５．５７

１５．６３

１５．９２

１６．１７

１６．５９

１７．８８

１７．２２

１７．９４

１８．４０

１８．０５

１８．１６

１８．１９

〔出所〕前掲『図録日本の貨幣７
近代幣制の成立』、２０５頁

ロンドン相場
（ペンス・平均）

６０．５

６０．４３７５

６０．５６２５

６０．５

６０．３１２５

５９．２５

５８．３１２５

５６．８７５

５２．７５

５４．８１２５

５２．５６２５

５１．２５

５２．２５

５１．９３７５

５１．９３７５

年次

明治元年

明治２年

明治３年

明治４年

明治５年

明治６年

明治７年

明治８年

明治９年

明治１０年

明治１１年

明治１２年

明治１３年

明治１４年

明治１５年

12



高
銀
安
に
振
れ
た
条
件
下

で
は
、
外
商
が
洋
銀
を
持

ち
込
み
、
造
幣
寮
に
金
貨

鋳
造
を
依
頼
し
、
日
本
金

貨
と
交
換
す
る
だ
け
で
、

政
府
は
損
失
を
被
る
こ
と

に
な
る
。「
却
テ
当
時

（
明
治
五
年
十
月
以
降
―

引
用
者
註
）
内
外
人
民
ノ

銀
地
金
ヲ
輸
入
ス
ル
モ
ノ

多
キ
ニ
、
尚
ホ
金
一
銀
一

六
ノ
割
合
ニ
比
較
シ
テ
、

金
貨
ヲ
付
与
ス
ヘ
キ
規
則

タ
ル
ニ
ヨ
リ
為
メ
ニ
、
政

府
ノ
損
失
甚
シ
キ
ニ
至
ラ

ン
ト
ス
、
乃
チ
明
治
六
年

十
二
月
十
九
日
ノ
令
ヲ
請

フ
テ
、
造
幣
規
則
第
四
条

ヲ
改
定
シ
一
円
銀
ヲ
付
与

ス
ヘ
キ
コ
ト
ト
ナ
セ
リ
（
４０
）
」

と
あ
る
よ
う
に
、
改
鋳
に

伴
う
政
府
の
損
失
の
抑
制

を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
当

時
の
外
国
貨
幣
の
持
ち
込

み
は
洋
銀
や
銀
地
金
が
多

か
っ
た
か
ら
、
銀
貨
あ
る
い
は
銀
地
金
を
銀
貨
に
改
鋳
す
る
と
い
う
形
式
を
採
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
貨
鋳
造
に
伴
う
政
府
へ
の
損
失
の
発
生
を
抑
制
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

直
接
的
に
実
現
し
な
か
っ
た
理
由
を
記
し
た
史
料
が
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な

い
た
め
、
状
況
証
拠
を
傍
証
と
す
る
推
察
が
中
心
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
理

由
が
草
案
の
実
現
を
妨
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
益
田
の
辞
任
な
ど
の

政
局
上
の
困
難
の
存
在
に
加
え
、
大
隈
の
考
え
方
も
一
円
銀
廃
止
の
構
想
と
は
整

合
的
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
特
に
重
要
で
あ
っ
た
の

は
国
際
的
な
銀
価
下
落
に
伴
い
金
本
位
制
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
草
案
は
廃
案
と
な
り
、
同
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
年
末
に

は
一
円
銀
に
よ
る
外
国
人
へ
の
支
払
い
が
定
め
ら
れ
、
翌
年
（
４１
）
に
一
円
銀
鋳
造
が
再

開
さ
れ
る
（
表
四
）。
こ
れ
は
草
案
と
は
真
逆
の
銀
本
位
制
へ
の
移
行
を
準
備
す

る
変
化
で
あ
り
、
こ
こ
に
草
案
、
す
な
わ
ち
、
造
幣
寮
の
厳
格
な
金
本
位
制
採
用

計
画
は
挫
折
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
岡
田
に
よ
れ
ば
金
銀
複
本
位
制
採
用
の
端
緒

と
な
る
政
策
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
二
月
の
貿
易
銀
の
鋳
造
で
あ
る
（
４２
）
が
、
実

際
に
は
一
年
以
上
前
の
こ
の
造
幣
規
則
改
正
と
一
円
銀
鋳
造
再
開
が
そ
の
端
緒
と

な
る
政
策
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
以
上
の
実
証
に
理
論
的
考
察
を
加
え
な
が
ら
、
草
案
の
意
義
を
論
じ
よ

う
。本

位
制
と
は
何
を
本
位
貨
幣
と
す
る
か
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
本
位
貨
幣
と

認
め
ら
れ
た
貨
幣
は
使
用
額
な
ど
の
制
限
な
く
無
制
限
通
用
と
さ
れ
、
価
値
基
準

の
単
位
と
な
る
の
で
あ
る
。

太
政
官
札
な
ど
の
不
換
紙
幣
が
大
量
に
存
在
し
た
明
治
以
降
の
幣
制
は
、
そ
も

そ
も
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
兌
換
性
を
前
提
と
し
た
「
本
位
制
」
と
は
言

表６ 明治初期の洋銀相場 （単位は銀匁）

平均

４４．８８

５７．７２

６１．９８

５８．６８

６０．０８

６２．１６

６２．２８

６１．７４

５９．３４

６１．９８

註１）原史料は「紙幣整理始末」。明記はないが横浜相場と思われる。
〔出所〕山本有造『両から円へ』、ミネルヴァ書房、１９９４年、２０１頁

１２月

５２．２６

６２．９４

６０．４２

６０．３８

６３．９６

６１．６２

６２．２２

６０．５４

５８．８６

６１．８０

１１月

４９．３８

６４．６２

６０．３０

６０．２４

６３．４２

６１．６８

６２．２２

６０．３６

５８．８０

６２．２２

１０月

４７．１６

６５．５８

６０．８４

５６．７６

６２．８８

６１．７４

６２．０４

６０．６０

５８．６２

６２．５８

９月

４７．８２

６４．７４

６０．０２

５２．８６

６１．６８

６１．５０

６２．３４

６０．８４

５６．８８

６３．１８

８月

４５．００

５７．２４

６１．６８

５５．９２

６０．０６

６１．１４

６２．６４

６０．９０

５７．１８

６３．１２

７月

４１．９４

５５．３２

６２．６４

５７．３０

５８．６８

６１．０８

６２．４０

６２．１０

５９．２２

６２．０４

６月

４０．６２

５６．４０

６３．１８

５５．３２

５７．９６

６１．８０

６２．８２

６２．１６

５９．７６

６１．４４

５月

３８．３４

５３．４６

６３．４２

６０．４５

５８．６２

６３．４２

６２．５２

６２．６４

５９．９４

６０．９０

４月

４３．２０

５１．６０

６４．３８

６０．４２

６０．０６

６３．０６

６２．５２

６２．６４

６０．３０

６２．０４

３月

４３．９４

５３．５２

６１．３８

６０．１８

６２．７４

６２．４０

６１．９２

６２．８２

６０．１２

６１．５６

２月

４４．８４

５４．９６

６１．３２

６０．７２

６２．２２

６２．７６

６１．８９

６２．８２

６１．３８

６２．１２

１月

４４．４６

５２．０２

６２．８２

６０．６０

６１．１４

６３．６０

６１．９２

６２．１６

６０．９６

６０．７８

明治１年

明治２年

明治３年

明治４年

明治５年

明治６年

明治７年

明治８年

明治９年

明治１０年
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い
難
い
。
地
金
の
貨
幣
と
不
堪
紙
幣
が
混
在
し
て
大
量
に
流
通
す
る
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
兌
換
性
は
「
本
位
制
」
の
必
要
条

件
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
金
の
自
動
調
節
」
と
い
っ
た
金
本
位
制
に
お
い
て
当

然
想
起
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
本
稿
の
対
象
と
な
る
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど

簡
単
に
適
用
で
き
る
モ
デ
ル
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
も

う
一
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
位
貨
幣
以
外
の
地
金
に
よ
る
貨
幣
の
存
在

は
、
本
位
制
と
全
く
矛
盾
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
金
本
位
制
国
に
お

い
て
、
銀
貨
や
銅
貨
の
補
助
貨
幣
は
理
論
上
問
題
な
く
存
在
し
う
る
。

金
銀
複
本
位
制
は
金
貨
・
銀
貨
を
共
に
本
位
貨
幣
と
し
て
無
制
限
に
流
通
さ
せ

る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
最
大
の
利
点
は
本
位
制
に
よ
っ
て
貨
幣
の
信
用
を

維
持
し
な
が
ら
、
貨
幣
の
流
通
量
を
相
対
的
に
大
き
く
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
本

位
制
は
「
金
の
足
枷
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
貨
幣
供
給
量
が
制

約
さ
れ
、
そ
れ
は
経
済
成
長
を
制
約
し
、
時
に
は
世
界
恐
慌
ま
で
も
引
き
起
こ
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。

維
新
直
後
の
日
本
で
は
金
貨
あ
る
い
は
銀
貨
の
み
を
貨
幣
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
実
際
に
流
通
し
て
い
る
金
貨
あ
る
い
は
銀
貨
の
流
通
を

急
遽
中
止
さ
せ
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
上
、
そ
の
中
止
は
金
貨
あ
る
い
は
銀

貨
と
い
う
大
量
の
流
動
性
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
貨
幣
流
通
量
に
は
当

然
問
題
が
生
じ
る
。
従
っ
て
金
貨
・
銀
貨
の
流
通
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
に
、
金

本
位
制
・
銀
本
位
制
・
金
銀
複
本
位
制
を
選
択
す
る
余
地
が
あ
っ
た
。
結
果
的
に

日
本
が
選
択
し
た
の
は
国
際
潮
流
に
合
わ
せ
た
金
本
位
制
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
金

本
位
制
で
は
銀
貨
を
補
助
貨
幣
と
し
て
包
含
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

特
に
対
外
的
に
は
紙
幣
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
ず
、
本
位
貨
幣
で
対
応
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
対
外
関
係
は
旧
幕
時
代
に
は
幕
府
が
鋳
造
す
る
一
分
銀
が
基
軸
通

貨
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
べ
新
貨
条
例
下
で
は
造
幣
寮
の
鋳
造
す
る
一
円
金
が
基
軸

通
貨
へ
と
変
更
さ
れ
た
が
、
対
外
貨
幣
の
流
通
量
が
不
足
し
て
い
た
と
い
う
指
摘

が
当
時
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
（
４３
）
。
こ
の
状
況
で
一
円
銀
を
採
用
す
れ
ば
、
不
足
し
て

い
た
対
外
貨
幣
を
補
う
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
通
常
通
用
制
限
は
使

用
額
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
円
銀
の
場
合
は
流
通
範
囲
を
制
限
し
た
と

い
う
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
諸
外
国
は
一
円
銀
を
ほ
と
ん
ど
本
位
貨
幣
と

同
様
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
対
外
的
に
は
金
銀
複
本
位
制
を
採
用
し
て
い
る

に
近
か
っ
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
居
留
地
貿
易
は
外
国
人
を
居
留
地
内
に
留
め
る
強
力
な
非
関
税

障
壁
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
開
港
場
か
ら
国
内
流
動
性
へ
の
連
動
が
弱
め

ら
れ
、
結
果
的
に
対
外
的
に
は
金
銀
複
本
位
制
で
あ
り
な
が
ら
、
国
内
は
金
本
位

制
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
、
新
貨
条
例
下
の
金
本
位
制
で
あ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

草
案
で
は
金
銀
複
本
位
制
の
問
題
点
と
し
て
、
金
銀
比
価
の
変
化
と
そ
れ
に
よ

る
国
家
の
損
害
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
金
銀
複
本
位
制
は
そ
の
制
度
上
、
必
ず
金

銀
の
比
価
を
公
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
両
者
を
共
に
価
値

の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
金
銀
比
価
が
変
動
す
れ
ば
、
理

論
上
は
当
然
相
対
的
に
安
価
な
貨
幣
や
地
金
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
造

幣
寮
で
は
相
対
的
に
高
価
な
貨
幣
を
鋳
造
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

う
し
た
改
鋳
の
過
程
で
国
家
に
損
害
を
与
え
る
と
草
案
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
仮
に
市
場
価
格
に
合
わ
せ
て
金
銀
比
価
を
改
訂
し
て
も
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
既
存
貨
幣
の
改
鋳
や
既
存
貨
幣
の
価
格
の
変
更
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う

上
、
政
府
の
政
策
と
市
場
価
格
と
の
間
に
は
必
ず
タ
イ
ム
ラ
グ
が
生
じ
る
た
め
、

こ
う
し
た
問
題
を
完
全
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
に
対
し
、
造
幣
寮
は
厳
格
な
金
本
位
制
を
採
用
す
る
こ
と
で
、

改
鋳
に
伴
う
損
失
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。
実
際
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
六
月
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頃
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
約
一
年
半
は
実
際
に
一
円
銀
の
鋳
造
は
中

断
さ
れ
、
厳
格
な
金
本
位
制
の
採
用
に
近
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

草
案
が
実
際
に
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
持
っ
た
か
実
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
が
、
本
位
制
の
決
定
過
程
に
お
い
て
造
幣
寮
の
キ
ン
ド
ル
の
影
響
力
が
小
さ

く
な
か
っ
た
こ
と
や
、
造
幣
寮
を
代
表
す
る
意
見
で
あ
る
点
、
大
蔵
省
内
で
実
現

の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
現
実
に
一
円
銀
の
鋳
造
停
止
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
決
し
て
机
上
の
空
論
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

当
該
期
の
金
本
位
制
は
、
先
行
研
究
で
は
金
銀
複
本
位
制
に
近
い
金
本
位
制
と
評

価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
厳
密
な
金
本
位
制
採
用
が
造
幣
寮
で
は

目
指
さ
れ
、
大
蔵
省
内
で
も
検
討
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
草
案
は
こ
う
し
た
金

本
位
制
の
特
徴
と
そ
の
背
景
と
な
っ
た
貨
幣
思
想
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

厳
格
な
金
本
位
制
の
採
用
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
年
末
に
、
大
隈
が
急

遽
造
幣
規
則
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
挫
折
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で

外
国
人
へ
の
支
払
い
貨
幣
が
一
円
銀
に
改
め
ら
れ
、
翌
年
か
ら
一
円
銀
の
鋳
造
も

再
開
さ
れ
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
外
商
の
安
価
な
銀
の
持
ち
込
み
に
対
し
て
、

高
価
な
金
貨
を
支
払
う
と
い
う
、
貨
幣
改
鋳
過
程
に
お
け
る
政
府
の
損
失
が
抑
制

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
金
銀
比
価
の
急
速
な
変
化
、
す
な
わ
ち
、
銀
安
に
伴
う
金
貨
鋳

造
の
損
失
が
拡
大
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
余
程
の
政
策
的
配
慮
が

な
い
限
り
、
こ
う
し
た
変
化
を
抑
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
結
果
的
に
も
、
銀
安

の
急
激
な
進
行
の
中
で
日
本
の
本
位
制
は
金
本
位
制
か
ら
金
銀
複
本
位
制
、
そ
し

て
銀
本
位
制
へ
と
推
移
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
結
局
日
本
が
本
格
的
な
金
本
位

制
を
採
用
す
る
た
め
に
は
日
清
戦
争
の
賠
償
金
と
い
う
膨
大
な
原
資
と
、
貨
幣
制

度
調
査
会
の
必
ず
し
も
経
済
面
か
ら
は
妥
当
と
は
言
え
な
い
政
治
的
判
断
を
必
要

と
し
た
の
で
あ
る
（
４４
）
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
草
案
の
分
析
を
通
じ
て
、
新
貨
条
例
に
お
け
る
金
本
位
制
の

特
質
と
そ
の
挫
折
を
分
析
し
て
き
た
。

草
案
に
つ
い
て
は
本
稿
で
内
容
・
性
格
の
両
面
を
検
討
し
、
ま
た
関
連
史
料
を

見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
史
料
の
位
置
が
特
定
さ
れ
た
。
端
的
に
い
え
ば
造

幣
寮
が
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
月
頃
に
作
成
し
大
蔵
省
に
提
出
し
た
新
貨
条

例
の
改
正
案
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
草
案
は
こ
の
頃
の
金
本
位
制
に
対
す
る
見
解
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
点
で
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
通
説
で
は
見
逃
さ
れ
て
い
た
厳
密

な
金
本
位
制
志
向
の
構
想
が
草
案
の
分
析
を
通
じ
て
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
構
想
は
金
銀
比
価
が
銀
安
に
な
ら
な
け
れ
ば
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性

も
あ
っ
た
が
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
末
ま
で
に
は
、
金
銀
比
価
の
変
動
な
ど

に
よ
っ
て
現
実
味
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
明
治
初
期
金
本
位
制
挫
折
の

画
期
を
本
稿
で
は
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
本
位
制
と
密
接
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
正
貨
を
取
り
巻
く
国
際
環

境
や
そ
の
海
外
流
出
、
ま
た
新
貨
条
例
前
後
の
本
位
制
の
変
遷
に
つ
い
て
十
分
に

分
析
を
加
え
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
別
稿
で
分
析
を
加
え
る
こ
と
と
し

た
い
。

註（
１
）

日
本
銀
行
調
査
局
編
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
八
七
三
年
、
一
七
九
頁
。

（
２
）

前
掲
『
図
録
日
本
の
貨
幣
七

近
代
幣
制
の
成
立
』、
二
〇
一－

二
〇
三

頁
。
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（
３
）

岡
田
俊
平
『
明
治
前
期
の
正
貨
政
策
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
八

年
、
五
三
頁
。

（
４
）

岡
田
俊
平
『
明
治
期
通
貨
論
争
史
研
究
』、
千
倉
書
房
、
一
九
七
五
年
、

第
六
章
参
照
。

（
５
）

本
稿
の
年
代
表
記
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
以
前
は
旧
暦
、
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
以
降
は
新
暦
に
基
づ
く
。

（
６
）

丹
羽
邦
男
『
地
租
改
正
の
起
源
』、
一
九
九
五
年
、
第
一
章
。

（
７
）
「
長
崎
ニ
於
テ
銅
銭
鋳
造
一
件
」（
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ：

Ｂ
一
三
〇
九
〇
六
五
六

八
〇
〇
、
続
通
信
全
覧
・
類
輯
之
部
・
貨
財
門
・
一
〇
九
〇
、
外
務
省
外
交

史
料
館
所
蔵
）。

（
８
）

詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
大
蔵
省
造
幣
局
編
『
造
幣
局
百
年
史

史
料

編
』、
一
九
七
四
年
、
九－

一
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
）

前
掲
『
図
録
日
本
の
貨
幣
七

近
代
幣
制
の
成
立
』、
一
六
八－

一
七
二

頁
。

（
１０
）

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』、
第
一
編
第
五
編
貨
幣
一
、
一
八
九

〇
年
、
一
〇
五
頁
。

（
１１
）
『
貨
政
考
要

上
』（
大
蔵
省
編
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』、
第

一
三
巻
、
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
に
所
収
）、
六
一
頁
。

（
１２
）

前
掲
『
貨
政
考
要

上
』、
六
四－

六
五
頁
。

（
１３
）

な
お
「
一
円
銀
」
は
「
貿
易
銀
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
本
稿
で

は
こ
の
表
現
を
用
い
な
い
。
理
由
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
明
治
一

一
年
（
一
八
七
八
）
ま
で
鋳
造
さ
れ
た
銀
含
有
量
を
増
し
た
銀
貨
が
狭
義
の

「
貿
易
銀
」
と
呼
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
広
義
の
「
貿
易
銀
」
は
「
一
円

銀
」
全
て
を
含
む
が
、
本
稿
で
は
煩
雑
に
な
る
た
め
、
狭
義
の
「
貿
易
銀
」

の
こ
と
を
「
貿
易
銀
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。

（
１４
）

岡
田
俊
平
「『
大
隈
文
書
』
解
題
（
七
）
―
―
明
治
期
貨
幣
制
度
改
革
関

係
史
料
―
―
」『
早
稲
田
大
学
史
紀
要
』、
一
一
巻
、
六
一
頁
。
た
だ
し
本
記

述
は
簡
略
な
解
題
で
あ
り
、
岡
田
に
よ
っ
て
草
案
が
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。

（
１５
）

例
え
ば
草
案
と
新
貨
条
例
の
前
文
を
比
べ
る
と
、
全
体
が
ひ
ら
が
な
か
ら

カ
タ
カ
ナ
に
変
わ
り
、
送
り
仮
名
に
も
修
正
が
見
ら
れ
る
。
文
面
に
つ
い
て

は
以
下
な
ど
の
表
記
の
ゆ
れ
が
確
認
で
き
る
。「
異
に
し
て
」（
草
案
）
と

「
異
ニ
テ
」（
新
貨
条
例
）、「
実
ニ
天
下
一
般
の
」（
草
案
）
と
「
実
ニ
コ
レ

天
下
一
般
ノ
」（
新
貨
条
例
）、「
大
坂
」（
草
案
）
と
「
大
阪
」（
新
貨
条
例
）。

草
案
の
写
し
間
違
い
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
表
記
の
ゆ

れ
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
論
じ
る
と
煩
雑
に
な
る
た
め
扱
わ
ず
、
内
容
的
な

変
化
に
注
目
す
る
。

（
１６
）

前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』、
一
一
二－

一
一
五
頁
。

（
１７
）
『
法
令
全
書

明
治
六
年
』、
五
八
七－

六
四
四
頁
。

（
１８
）
『
法
令
全
書

明
治
五
年
』、
七
三
一－

七
五
二
頁
。

（
１９
）
『
法
令
全
書

明
治
八
年
』、
一
二
九－

一
四
九
頁
。

（
２０
）
「
新
貨
条
例
改
版
伺
」、『
公
文
録
』、
第
百
八
十
六
巻
・
明
治
八
年
四
月
・

大
蔵
省
伺
（
一
）

（
２１
）

大
隈
文
書
Ｂ
〇
〇
三
〇
・
〇
〇
〇
二
。

（
２２
）

前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』、
一
三
九
頁
。

（
２３
）
「
貨
幣
鋳
造
ニ
関
ス
ル
建
議
書
」、
大
隈
文
書
Ａ
一
七
四
八
。
大
蔵
省
罫
紙

に
記
さ
れ
た
こ
の
史
料
は
、
差
出
・
宛
所
・
作
成
年
代
が
不
明
で
あ
る
。
し

か
し
内
容
は
事
実
と
整
合
性
が
あ
り
、
信
頼
に
足
る
史
料
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
な
お
内
容
か
ら
推
察
す
る
と
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
後
半
頃
に

造
幣
に
詳
し
い
人
物
が
作
成
し
た
可
能
性
が
高
い
。
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（
２４
）
『
貨
政
考
要

法
令
編
』（
大
蔵
省
編
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』、

第
一
四
巻
、
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
に
所
収
）、
六
六－

六

七
頁
。

（
２５
）
「
貨
幣
量
目
増
之
儀
伺
」『
公
文
録
』・
明
治
五
年
・
第
三
十
二
巻
・
壬
申

十
月
・
大
蔵
省
伺
（
二
）。

（
２６
）
『
法
令
全
書

明
治
八
年
』、
六
五－

六
六
頁
。

（
２７
）

前
掲
『
図
録
日
本
の
貨
幣
七

近
代
幣
制
の
成
立
』、
一
九
三－

一
九
六

頁
。

（
２８
）

な
お
草
案
の
み
一
二
月
二
五
日
が
祝
日
と
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ

る
。
造
幣
寮
内
に
は
外
国
人
が
多
か
っ
た
た
め
、
ク
リ
ス
マ
ス
も
祝
日
と
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２９
）

前
掲
『
貨
政
考
要

法
令
編
』、
九
四
頁
。
た
だ
し
こ
れ
は
法
令
上
の
規

定
の
変
更
で
あ
り
、
実
際
の
運
用
上
で
は
既
に
一
二
月
三
一
日
は
祝
日
と
さ

れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
３０
）

前
掲
『
貨
政
考
要

法
令
編
』、
七
一－

七
二
頁
。
な
お
こ
れ
以
前
の
地

金
受
入
中
止
は
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
機
械
破
損
な
ど
の
当
座

の
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
３１
）

前
掲
『
貨
政
考
要

法
令
編
』、
九
二－

九
四
頁
。

（
３２
）

前
掲
『
貨
政
考
要

法
令
編
』、
一
二
三－

一
二
五
頁
。

（
３３
）

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
『
世
外
井
上
公
伝
』、

内
外
書
籍
、
一
九
三
三
年
、
五
三
九－

五
七
〇
頁
を
参
照
。

（
３４
）

長
井
実
『
自
叙
益
田
孝
翁
傳
』、
一
九
三
九
年
、
一
五
五－

一
五
六
及
び

一
六
一
頁
。
こ
の
前
後
の
記
述
を
見
る
限
り
で
は
、
大
隈
と
益
田
は
こ
れ
が

初
対
面
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
二
人
の
仲
は
決
し
て
悪
く
な
か
っ
た
よ

う
に
み
え
る
。

（
３５
）

前
掲
岡
田
『
明
治
前
期
の
正
貨
政
策
』、
特
に
第
七
章
。

（
３６
）
『
法
令
全
書

明
治
六
年
』、
六
四
四
頁
。

（
３７
）

こ
の
文
言
は
こ
の
改
正
が
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、

国
際
的
な
銀
価
の
下
落
や
洋
銀
相
場
の
高
騰
と
い
う
外
生
的
要
因
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
３８
）
「
新
貨
条
例
改
正
伺
」『
公
文
録
』、
明
治
六
年
・
第
百
五
十
四
巻
・
明
治

六
年
十
二
月
・
大
蔵
省
伺
（
五
）。
大
隈
文
書
Ａ
一
七
三
八
も
参
照
。

（
３９
）

既
に
岡
田
に
よ
っ
て
貿
易
銀
の
鋳
造
の
理
由
の
一
つ
に
国
際
的
な
銀
安
に

伴
う
金
貨
流
出
抑
制
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
岡
田
『
明

治
前
期
の
正
貨
政
策
』、
六
四－

六
七
頁
）。
こ
の
改
正
は
貿
易
銀
鋳
造
の
一

年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
既
に
銀
貨
の
下
落
傾
向
が
生
じ
て
お
り
、
本

稿
で
は
こ
の
政
策
が
金
銀
複
本
位
制
採
用
へ
進
む
重
要
な
画
期
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

（
４０
）

前
掲
「
貨
幣
鋳
造
ニ
関
ス
ル
建
議
書
」。

（
４１
）

前
掲
「
貨
幣
鋳
造
ニ
関
ス
ル
建
議
書
」
で
は
、
三
月
二
〇
日
以
降
発
行
を

再
開
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４２
）

前
掲
岡
田
『
明
治
期
通
貨
論
争
史
研
究
』、
一
一
二－

一
一
三
頁
。

（
４３
）
「
貿
易
銀
貨
量
目
増
再
上
甲
并
模
様
替
等
ノ
儀
伺
」『
公
文
録
』、
明
治
七

年
・
第
百
十
巻
・
明
治
七
年
六
月
・
大
蔵
省
伺
（
一
）。

（
４４
）

杉
山
伸
也
「
明
治
日
本
の
貿
易
環
境

―
―
「
貨
幣
制
度
調
査
会
報
告
」

を
読
む
―
―
」『
三
田
商
学
研
究
』、
第
四
八
巻
五
号
、
二
〇
〇
五
年
。

﹇
附
記
﹈
本
稿
は
平
成
二
五
年
度
夏
学
期
「
明
治
期
社
会
経
済
史
演
習
」（
担
当
教

員
・
鈴
木
淳
）
で
の
発
表
を
元
に
し
て
い
る
。
参
加
者
各
位
に
お
礼
申
し
上

げ
る
。
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